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― 令和４年度 公募要領 ― 

川崎市では、市内の小規模事業者の安定した経営活動の継続に資する取り組みに対して補

助金制度を設けています。 

対 象 者 

市内に事業所を有して１年以上事業を営む小規模製造業者及び小規模情報通信

業者※｡ただし、１年未満でも市長の指定する施設等に本店（主たる事務所）を

有している小規模製造業者及び小規模情報通信業者は対象となります｡ 

※概ね常時使用する従業員数が２０人以下の製造業者、５人以下の情報通信業者 

対 象 事 業 経営改善事業（生産工程向上、人材育成） 

補 助 額 
１件あたり、最高５０万円 

※ただし、予算額に達する場合は予算の範囲内で交付 

対 象 経 費 
生産工程向上 審査料、登録料、専門家謝礼、備品購入費 

人材育成 旅費、会場使用料、講師謝金、研修受講料、委託費 

補 助 率 
補助対象経費の１／２以内 

※デジタル化・脱炭素化に資する取組と認められた場合、５／１００加算 

複数申請時 

の 条 件 

同一年度内に申請できるのは２つの事業まで（販路開拓事業を含む）とし、補助

申請額の合計は５０万円までとします。なお、川崎ものづくりブランド認定企業

が、販路開拓事業を含む２つの事業を申請する場合は５５万円までとします。 

選 定 方 法 申請書類受付後、書類審査を行い、交付先を決定します。 

申 請 手 続 

下記の申請先に申請書類一式を郵送いただくか、申込フォーム 

から申請してください。 

※申込フォームから申請した場合も、原本での送付が必要な資 

料等は下記の申請先に郵送ください。 

申請書類は川崎市ホームページからダウンロードできます。 

受 付 期 間 令和４年４月１日（金）～４月２１日（木）【必着】 

【令和４年３月中のお問合せ先】 

川崎市 経済労働局 産業振興部 工業振興課 ものづくり・ＩＣＴ支援係 

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町 11－2川崎フロンティアビル 10階 

電 話：044（200）2324 FAX：044（200）3920  E-Mail：28kogyo@city.kawasaki.jp 

【令和４年４月以降のお問合せ・申請先】 

川崎市 経済労働局 経営支援部 経営支援課 経営革新係 

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町 11－2川崎フロンティアビル 10階 

電 話：044（200）2324 FAX：044（200）3920  

～経営改善事業～ 
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 １ 事業の目的                                    

 小規模製造業者及び小規模情報通信業者が直面する経営課題に対する取り組みを支援すること

で、持続的な成長と経営の安定化に寄与することを目的とします。 

 

 ２ 補助対象事業                                   

補助対象事業は、市内の小規模製造業者及び小規模情報通信業者（以下、「小規模事業者」と言

います。）が安定した経営の継続に向けて実施する工場の生産工程の効率化や国際規格認証取得、

継続性のある研修事業による社内の人材育成に向けた取り組みとします。 

※交付決定日（５月下旬～６月下旬頃を予定）より前に事業を実施している場合又は事業が終

了している場合は補助対象となりません。 

※同一事業内容・同一経費で、川崎市又は他の行政機関等の助成制度による助成、又は採択が

決定している場合、市内公的機関による専門家派遣制度を活用する場合は補助対象となりま

せん。 

※期間内（令和５年３月３１日まで）に事業を完了させることが条件となります。 

 

 ３ 補助対象者                                    

申請にあたっては、次のすべての要件を満たす必要があります。 

（１）市内に事業所を有して１年以上事業を営む小規模事業者であること。ただし１年未満でも

市長の指定する施設等に本店（主たる事務所）を有している小規模事業者は対象となります。 

    （対象施設等）   ①かながわサイエンスパーク 

              ②かわさき新産業創造センター 

③テクノハブイノベーション川崎 

④明治大学地域産学連携研究センター 

⑤その他のインキュベーション施設であって、市長が特に認めるもの 

※ 小規模事業者とは、概ね常時使用する従業員の数が製造業においては２０人以下、情

報通信業においては５人以下の事業者を言います。  

（２）市民税を滞納していない者であること。 

（３） 大企業が実質的に経営に参画していない者であること。 

（具体的には、以下の①②のいずれにも該当しないことを指します） 

① 発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が、同一の大企業の所有に属している者 

② 発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上が、複数の大企業の所有に属している者 

※ 大企業とは、中小企業者等以外の企業を言います。大企業には、中小企業投資育成株式会社、投資

事業有限責任組合は含まれません。 

（４）過去２年度以内に当該補助金の同一対象事業による交付決定を受けていない者であること。 

（５）代表者又は役員のうちに暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成 3年法律第 77号）第 2号第 6条に規定する暴力団員をいう。）に該当する者がいないこ

と。 
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 ４ 補助金の額及び補助率                               

補助金の額は、５０万円を限度とします。 

補助率は、補助対象経費の合計の２分の１以内です。 

※デジタル化・脱炭素化に資する取組と認められた場合、５／１００加算されます。 

 ※補助金は予算の範囲内での配分となるため、申請額と交付決定額は一致しない場合があります。  

※補助金額に千円未満の端数が生じたときは、切り捨てた額とします。 

※補助金は、補助対象事業終了後の確定払いになります。 

 

 ５ 複数申請時の条件                                 

同一年度内に申請できるのは２つの事業まで（販路開拓事業を含む）とし、申請額の合計は５

０万円までとします。なお、川崎ものづくりブランド認定企業が、販路開拓事業を含む２つの事

業を申請する場合は５５万円までとします。 

 

 ６ 補助対象経費                                   

小規模事業者が安定した経営の継続に向けて実施する次の取組を行う際に要する経費のうち、

次に掲げるもの。 

※下記の全ての対象経費において、人件費、飲食に関する費用、パソコン等汎用性が高く他の

事業にも使用できるものの購入費用等は補助対象外となります。また消費税額は対象となり

ません。 

 

 《生産工程向上》 工場の生産工程効率化や国際規格認証取得等に向けた取組 

費     目 内         容 

審 査 ・ 登 録 料 

 

専 門 家 謝 礼 

備 品 購 入 費 

 

そ の 他 経 費 

国際規格認証取得等（ISO22301（事業継続）認証

取得にかかるものを除く）に関わる審査・登録料 

工場の生産工程のコンサルティング料 

コンサルティング等を受けたうえで生産工程の効率

化・改善に必要とする備品の購入費 

その他市長が必要と認める経費 

※「その他、市長が特に認める経費」とは、「消耗品費」「通信運搬費」「雑役務費」等で、

コンサルティング等を受けたうえで実施する工場の生産工程の効率化・改善に伴う諸経

費となります。 

  《人材育成》 外部講師による継続性のある研修事業の実施及び受講 

費     目 内         容 

旅 費 

会 場 使 用 料 

講 師 謝 金 

研 修 受 講 料 

委 託 費 

そ の 他 経 費 

従業員の研修機関等への派遣に要する交通費 

当該企業主催時の研修会場の会場借上料 

研修を実施する講師に要する経費 

従業員の研修機関等への派遣に要する受講料 

外部研修機関等の講義に要する委託料 

その他市長が必要と認める経費 
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※「その他、市長が特に認める経費」とは、「資料購入費」「通信運搬費」「雑役務費」等で、

研修事業の実施に伴う諸経費となります。 

※当該事業における研修事業とは、概ね３回以上実施または受講する継続性があり、実務

を伴う研修となります。 

※旅費については、当該従業員の勤務地から研修機関までの公共交通による往復の経費と

なります。 

※外部研修については、研修終了時に研修主催者から受講修了証等の受講を証明できる書

類が必要となります。 

※振込手数料等の支払いにかかる手数料は対象外となります。なお、振込手数料が先方負 

担となる場合、その金額分は値引があったものとして取り扱い、実際に振り込んだ金額

の税抜金額のみが対象となります。 

※送料や設置代など、補助対象経費と密接に関連する経費については、一連の支出に含ま 

れる場合のみ、対象として認められます。 

 

 ７ 補助対象期間                                   

補助対象期間は、交付決定日（５月下旬～6 月下旬頃を予定）から令和５年 3 月３１日までです。  

※交付決定日以後に発生した経費が対象となります。 

※期間内に成果物又は第三者による事業実施の証明を提出することが条件となります。 

 

 ８ 交付申請                                     

次の書類を申請してください。 

（１）補助金交付申請書【経営改善事業】（第１号様式） 

（２）事業計画書（第３号様式） 

（３）誓約書（第４号様式）（押印し、原本を提出） 

（４）市民税納税証明書（ただし、事業を営んでから２年未満の事業者については、申請時点で

添付できる市民税納税証明書）（直近 3ヶ月以内に発行した原本） 

（５）会社パンフレット（会社の経歴書） 

（６）その他事業計画に基づく関係機関等（外部の研修機関、委託先、研修講師、依頼予定の専

門家など）の概要がわかる資料 

 ※提出書類は返却しません。上記以外に追加資料の提出を求める場合があります。 
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 ９ 申請書類の提出等                                 

申請書類の提出は、申請期間中に必ず下記の申請先へ郵送いただくか、申込フォームから申請

してください。 

※申込フォームから申請した場合も、原本での送付が必要な資料等は下記の申請先に郵送く

ださい。 

【申請期間】 令和４年４月１日（金）～４月２1日（木）【必着】 

 

◆申請先◆川崎市経済労働局 経営支援部 経営支援課 経営革新係 

      川崎市川崎区駅前本町１１－２ 川崎フロンティアビル 10階  

      電話 044-200-2324 

 

 １０ 選定の方法                                    

 申請書類受付後、書類審査を行い、交付先を決定します。 

 

 １１ 交付決定の手順と方法                              

補助金の交付決定にあたり、次の手順で審査を実施いたします。 

（１）申請書類の確認 

申請窓口において、提出された申請書類について、記載内容や添付書類の有無等の確認を

行います。 

※提出された申請書類をもとに、事業担当者による申請者へのヒアリングを実施する場合

があります。その場合には、申請書の提出後に別途日程を調整させていただきます。 

（２）書類審査・交付の決定 

書類審査結果を踏まえ、補助対象事業、補助対象事業者、交付額を決定します。採択され

た事業者には、交付決定金額が記載された交付決定通知を送付します。 

（３）採択結果の発表 

採択された事業は、企業名（申請者名）、事業内容等を本市ウェブサイト等にて公表いたし

ます。 

（４）事業計画の変更・中止 

交付決定した事業の内容を変更するとき、又は中止するときには、予め市の承認が必要と

なります。その場合は、速やかに変更（中止）承認申請書（第６号様式）を提出してくださ

い。 

 

 １２ 交付決定の取消し等                               

次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補

助金の全部又は一部を返還していただくことがあります。 

① 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

② 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

③ 補助金の交付を受けるまでに補助事業及び補助対象者たる用件を欠くようになったとき。 
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④ 補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件、川崎市がんばるものづくり企業応援

補助金交付要綱に定める規定、その他法令等に基づき市長が行った指示、若しくは命令に

違反したとき。 

※補助金の返還をしていただくときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの

日数に応じ、当該補助金の額につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金を本

市に納付する必要があります。 

※補助金の返還期限は、返還の命令日から２０日以内とし、期限内に納付されない場合は、納

期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年１０．９５パーセントの割

合で計算した延滞金を本市に納付しなければなりません。 

 

 １３ 研究成果等の報告及び補助金の交付等                       

（１）補助事業が完了したとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときには、事業実施に関

わる成果及び使用結果について、所定の報告書に必要な書類を添付して提出してください。 

※提出していただく書類 

事業報告書、支払いを証する書類の写し、コンサルティング等の報告書、研修の受講修

了証 等 

（２）報告された内容を審査し、適正であると認めたときに、補助金の額を確定し、その旨を補

助金確定通知により通知します。確定通知の送付後に、交付決定企業からの請求により、補

助金を交付します。 

 １４ 取得財産の管理                                 

この補助事業により取得した備品等の財産の所有権は、申請者に帰属します。但し、財産管理、

処分等に関しては、次のような制限があります。 

（１）この補助事業により取得した財産については、補助事業終了後も善良なる管理者の注意を

もって管理し、補助金交付の目的に従って効果的な運用を図らなければなりません。（他の用

途への使用はできません。） 

（２）補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年以内に、備

品（取得財産のうち、単価１０万円（税抜き）以上のもの）の廃棄、譲渡又は貸付しようとす

るときは、あらかじめ市長の承認を受けなければなりません。 

 

 １５ その他                                     

（１）対象事業に関わる関係書類は、補助金の交付を受けた日が属する年度から５年間保存して

ください。 

（２）補助事業終了後、補助事業成果の普及等を目的とするヒアリング、本市が実施する事業に

おいて当該補助事業の成果発表の依頼を行なう場合がございますので、ご協力をお願いしま

す。 
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 １６ 年間スケジュール                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

交付額の確定 

支 払 

書類審査 

令和５年３月中旬頃までに 

 

令和５年５月末までに 

 

実績報告書の受付 

申請書の受付 

交付決定 

令和５年３月３１日までに 

 

※事業報告書の提出後、概ね１ヶ月程度で交付額の確定、支払を行います。 

令和４年 

４月１日～４月２１日 

５月下旬～６月下旬

頃を予定 


